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ハローワークから始まるお仕事探し・人材確保 

佐伯公共職業安定所広報 

2025 年 7 月号 
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1 
《事業主の皆さまへ》 

大分労働局では、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達障害に関して正しく理解いただき、職場に

おける応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となっていただくための講座を以下の日程で開催します 。昨年

度は１４事業所１７２名が受講され、受講者数は年々増加中です！ 

費用は 
無料です！ 

｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、 

｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」等について 
内 容 

メリット 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な 

配慮などを短時間で学ぶことができます。 

所要時間 60 分～90 分程度（講義45 分～75 分、質疑応答15 分程度） 

企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。 
※今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。 

受講対象 

講 座 の
種 類 

集合講座 ハローワーク大分にて実施します。（開催日程は以下のとおり。） 

講師が事業所に出向きます。（事業所単位で、直接お申し込みください。） 出前講座 

■お申し込みは大分労働局ホームページをご覧下さい。 

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座 

大分労働局 職業対策課 097-535-2090 

■まず基礎知識を学びたい方はこちらから 
e ラーニング版公開中！    

集合講座 
開催日程 

場所 ： 大分公共職業安定所（大分市都町 4-1-20） ３F 会議室 

日時 ： ７月１８日（金）  ９月１９日（金） １０月１７日（金） １１月２１日（金） １２月１９日（金）

１月２３日（金） ※開始時間はいずれも 10 時 00 分 

 

受講者の声 

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座 

瀬会海水浴場（佐伯市） 
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2 
《事業主の皆さまへ》 

《事業主・在職者の皆さまへ》 

3 
教育訓練給付とは？ 

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を
受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。 
対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて３種類あり、それぞれ給付率が異なります。 

講座指定の手続きなど、詳細についてはこちらのリーフレットをご覧ください。☞ 専門実践教育訓練給付 
最大で受講費用の８０％ 

［年間上限６４万円］を受講者に支給 

https://www.mhlw.go.jp/ 
content/001159378.pdf 

特定一般教育訓練給付 
受講費用の５０％ 

［年間上限２５万円］を受講者に支給 

https://www.mhlw.go.jp/ 
content/001159379.pdf 

一般教育訓練給付 
受講費用の２０％ 

［年間上限１０万円］を受講者に支給 
https://www.mhlw.go.jp/ 
content/001159380.pdf 

 ハローワークでは、人材不足分野（医療・介護・保育・建設・警備・運輸）の事業所を対

象に、応募前職場見学の受け入れをお願いしています。 

 求人票の内容だけでは、仕事の内容や職場の雰囲気がわかりづらく、求職者の方が

応募をためらう場合があり、また採用した後でも仕事内容が相違していた等の理由で早

期退職される場合もあります。貴重な人材を一人でも多く確保できるよう、下記のメリット

や注意事項等をご理解の上、職場見学の受け入れについてご検討下さい。 

☆応募をためらっている方に、会社を知っていただく良い機会となります！ 
☆採用者から仕事の内容が事前の説明と違った等の話が少なくなります！ 

☆応募者が増える可能性が高まります！ 

職場見学のメリット 

職場見学受入れ申込からの流れ 

※職場見学後、求職者が応募を希望しない場合には紹介状は発行しません 

◆見学中や訪問途上の事故については、ハローワーク（国）は責任を持ちませんのでご注意ください。 

※見学時に面接等の選考を実施した場合は、紹介状を発行できなくなります 

事業所から
ﾊﾛｰﾜｰｸへ職
場見学受入
可の連絡

求職者に公
開（求人票
に記載）

求職者がﾊﾛ
ｰﾜｰｸで職場
見学の申込

ﾊﾛｰﾜｰｸから
事業所へ

日程調整の
連絡

職場見学
ﾊﾛｰﾜｰｸで紹
介状発行※

面接選考・
採否決定
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《事業主の皆さまへ》 4 

《求職者の皆さまへ》 

事 前 
申込み 

当日 
受付 

事前 
予約 
 

当日 
受付 
 

 当日 
受付 

7/24 木曜 

ブランクが長いなど保育士への就職についての不安、悩み、
施設見学などの相談・情報提供 
【問】大分県保育士・保育所支援センター ☎097-578-7330 

 
事前 
予約 
 

10:00～12:00 会場：ハローワーク佐伯２F 会議室 
 

働くことに悩みを抱えている方へのコンサルティング、
就職に向けてサポート（15～49 歳対象） 

【予約】おおいた地域若者サポートステーション  
☎ 0972-28-6117 

13:30～15:30 会場：ハローワーク佐伯１F 相談室 
 

7/11 金曜 

日時により参加企業は全て異なります。詳細は、ハロー
ワーク佐伯総合受付までお問い合わせください。 
 

7/2・9・16・23・30 水曜 
2 日 10:00～16:00   9 日  9:30～16:00 

16 日 10:00～16:00  23 日  10:00～16:00 
30 日 14:00～16:00 

会場：ハローワーク佐伯１F 相談室 

7/17 木曜  
  
求職活動の進め方、応募書類作成・模擬面接の実施など、 
専門講師によるセミナー 
【申込】ハローワーク佐伯、ふるさと（臼杵・津久見）受付まで 

13:30～15:30 セミナー  15:30～16:30 個別相談 
会場：ハローワーク佐伯２F 会議室 

7/10・24 木曜 

福祉職場への就職についての不安、悩み、資格や職場体験
などの相談・情報提供 
【問】大分県福祉人材センター ☎ 097-552-7000 
 

10:00～12:00 会場：ハローワーク佐伯２F 会議室 
 

就職に対する心理的不安に専門の臨床心理士による相談・
アドバイスなど 
【予約】ハローワーク佐伯、ふるさと（臼杵・津久見）受付まで 
 

①9:10～10:10 ②10：30～11：30 （各 1 名） 
会場：ハローワーク佐伯個別相談ブース 

7/11・25 金曜 

5 

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の 

理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 

この法定雇用率の引上げについてお知らせいたします。 

令和８年７月 障 害 者 の 法 定 雇 用 率 が 引 き 上 げ ら れ ま す 

令和6年4月 令和8年7月

民間企業の法定雇用率 2.5% 2.7%

対象事業主の範囲 40.0人以上 37.5人以上

▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります 

 ◆ 毎年６月１日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告 

 ◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任（努力義務） 

※詳しくはハローワークの障害者雇用担当までお問い合わせください 
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5月の新規求職者数381人で前年同月より1.3％増加し、有効求職者数については2.3％減少しました。 

また、新規求人数は670人で前年同月より11.0％減少し､有効求人数については9.2％減少しました。 

有効求人数を有効求職者数で割った有効求人倍率は1.06倍で前月比より0.02ポイント上昇し、前年同月比では 

0.08ポイント下降しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

勤務時間や休日などの労働条件や学歴・経験・免許等の募集要件の確認、応募状況のお問い合わせなど、お気軽
にご相談ください。また、窓口職員が求人企業と連絡をとり、企業への「紹介状」を交付します。 

来所者端末でお仕事を検索し、求人票を閲覧・印刷することができます。また、画像が登録されている場合は、 
求人企業の建物や職場風景等を見ることができます。 

職業相談窓口では応募書類の書き方についてのアドバイスや添削を 
行っています。 

【ハローワーク佐伯 1F】

再就職に役立つ知識、技術や資格を身につけて再就職の可能性を高める 
訓練をご案内しています。（受講には一定の条件があります。） 

【ハローワーク佐伯 1F】

概ね６０歳以上の方を対象に、求人情報提供、履歴書の書き方、面接
の受け方等の各種支援を行っています。 

就職後に職場内のトラブルなどでお悩みの方も、お気軽にご相談くだ
さい。相談の内容により専門の窓口（労働相談窓口等）への取り次ぎ
を行います。 
 

【毎週金曜日発行】

ハローワーク佐伯ＨＰから閲覧、印刷できます 

              （こちらから→）  

 

ハローワーク佐伯
〒876-0811        ☎0972-24-8609 
佐伯市鶴谷町 1-3-28   
佐伯労働総合庁舎 1・2F 

 
開庁 平日 8:30～17:15   
休日  土曜・日曜・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

 
臼杵市ふるさとハローワーク
〒875-0041        ☎0972-64-0258 
臼杵市大字臼杵字洲崎 72-255  
開庁 平日 9:30～17:00   
休日  土曜・日曜・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
 
津久見市ふるさとハローワーク 
〒879-2435        ☎0972-82-8609 
津久見市宮本町 18-12 
市役所横会議棟 2F 
 

開庁 平日 9:30～17:00   
休日  土曜・日曜・祝日 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
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